
１．研究課題

本研究の目的は，保護者による学校信頼の決定要因を，

都市部近郊の公立中学校区の事例を通して，探索的に析

出することである。

近年，公立学校改革の中心的課題として，学校と保護

者・地域住民との信頼構築が，中央教育審議会や教育再

生会議等において指摘されている。こうした課題認識に

対して，公立学校不信や公立学校離れを問題事象とした

上で信頼構築の理論と方法に言及する研究も，相当蓄積

されてきた。たとえば，公立学校選択やコミュニティス

クール等の制度改革によって信頼構築を試みようとする

研究（たとえば，葉養，２００６；黒崎，１９９４，２００４等），

公立学校改革の事例を通して信頼構築のための実践的戦

略を得ようとする研究（たとえば，佐藤と佐藤，２００３；

志水と徳田，１９９１；八尾坂他，２００６等）である。本研究

は，後者の系譜に位置づくものである。ただし，本研究

は，供給サイドである学校側の視座ではなく，需要サイ

ドである保護者側の視座からデザインされた研究である

点に特徴を有している。「どうすれば保護者に信頼され

るのか？」を問う前に，「我々（保護者）は～であるが

故に学校を信頼している（していない）」とする事実を

明らかにしたいと考えている。

先行研究では，信頼構築をテーマとした理論研究や事

例研究は複数あるが，計量研究はわずかである。ただし，

近年，保護者の意識・行動を対象とした計量研究は飛躍

的に発展しているため（橋野，２００３；岩永他，２００４；貞

広，１９９９，２００３；末冨，２００５a，２００５b），信頼構築を保

護者の視座から計量的に分析するための方法論的基盤は

既に整っているといえる。以下，計量分析を実施する前

提作業として，信頼概念の整理及び本研究の枠組みにつ

いて論じておく。

信頼には不確実性や交換の複雑さを減少させ，協力関

係を促進し，秩序を維持する機能を有しており（Hoy &

Tschannen-Moran，１９９９；Luhman，１９７３），それは組織

や社会の成長・発展・開発にとって有用な社会的資本

（social capital）でもある（たとえば，宮川と大守，

２００４；Putnam，２０００；佐藤，２００１）。社会的資本として

の信頼が崩壊することによって，保護者及び教師は，多

様な局面での心理的・時間的コストの増幅と秩序機能の

低下を経験する。たとえば，学校生活・学習指導面での

不安という心理的コストの増幅，学校の教育活動に対す

る監視コストの増幅，相互不信によるトラブルの多発，

非協力的な反応の増加による教育活動の停滞，学校組織

活動の質や生産性の低下等である。信頼崩壊がもたらす

負の効果をイメージすると，公立学校改革における信頼

構築（＝社会的資本の増幅）への焦点化は，極めて妥当

な選択であるといえよう。

それでは，本研究の主題である信頼とは何か。一般的

には，「不確実な状況下において，自分が抱いている

諸々の（他者あるいは社会への）期待をあてにすること

（Luhman，１９７３，邦訳 p．１）」「信用可能な他者・集団・

組織の言葉・行為・約束に対する一般的な期待（Hoffman

et al .，１９９４，p．４８５）」等の定義がある。信頼概念につ

いては，この他にもいくつか定義が示されている（たと
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えば，Baier，１９８６；Rotter，１９８０）が，いずれも，他者・

集団の行為を認知した結果として形成される，他者に対

する期待感に焦点を置くことで共通している。しかしな

がら，公立学校組織（特に小・中学校）に対する保護者

の信頼を「期待感」に限定し理解することには問題があ

る。「期待感」に焦点をあてた定義では，期待と依存と

の区分が困難となる。公立学校組織において，前者は望

ましい価値として認知されるが，後者はそうではない。

学校と保護者の協働によって教育活動が展開される公立

学校組織（多くの構成員がそのように認知している）で

は，信頼を期待の観点からのみ説明することには限界が

ある。保護者が学校を信頼するということは，期待感を

抱くとともに，学校に対して協力する態度を保持してい

る状態を指すと考えられる。本研究では，こうした一般

的な信頼概念の主要な構成要素と公立学校組織の特性を

踏まえ，公立学校に対する保護者の信頼，すなわち，学

校信頼を「学校に対して抱く期待と協力についての一般

的なイメージ」であると定義しておく。

それでは，保護者による学校信頼はどのようにして形

成されるのか。先行研究を踏まえると，学校信頼は，相

手との相互作用過程における行為の知覚を通して形成さ

れるようである。たとえば，山岸（１９９８）では，信頼形

成のポイントとして，相互作用過程における相手の「能

力」「人格」「相互の人間関係」についての認知の重要性

を示している。そして，Hoy & Tschannen-Moran（１９９９）

は，学校組織を対象としてこの点に言及している。すな

わち，職務遂行において必要な「能力の保持（compe-

tence）」，相手に対して正直で丁寧な対応をとる「誠実

性（honesty）」，相手のためになることをしようとする

「善意性（benevolence）」，学校情報を開示し，率直か

つオープンなコミュニケシーョンをとろうとする「公開

性（openness）」，一定期間，期待感を継続できそうだ

とする「期待の継続性（reliability）」の５次元である。

保護者は，相手＝学校・教職員との相互作用過程におい

て各次元に関わるこれらの行為を知覚することで，学校

信頼のイメージを形成していくと仮定できる。

本研究は，保護者による学校信頼の決定要因の解明を

目的としているが，こうした調査研究は多くはない。学

校信頼の決定要因については，先行研究において次の要

因が指摘されている。すなわち，第１は，教師と保護者

とのコミュニケーション満足度である（Adams &

Christenson，２０００）。コミュニケーション満足度はコミ

ュニケーション頻度と比較的強い正の相関を有している

ため，コミュニケーションの頻度を高めることが満足度

の向上に結合することが示唆される。第２は，生徒の出

席・成績の状況である（Adams & Christenson，２０００）。

この分析結果は，学校組織として学力水準等の一定の成

果をあげることが，学校信頼につながることを示唆して

いる。第３は，家庭の経済的階層である（Goddard et

al .，２００１）。家庭の厳しい経済的状況は生徒の低学力水

準と結びつきやすい。そのため，経済的階層が相対的に

低位の地域では，教師・保護者・生徒が低学力の責任の

所在について非難しあう傾向が認められる。その結果，

相互の信頼関係を損ない，学力水準をさらに低下させる

負のスパイラルに陥る点が示唆されている。第４は，教

師間の人種的葛藤や児童生徒の人種構成である（Bryk

& Schneider，２００２）。教師間で人種的葛藤が発生してい

る学校では，教師－保護者間の信頼関係が低下する傾向

が認められている。また，アフリカ系の構成比率が高い

学校では，教師－保護者間の信頼関係が低下も認められ

ている。人種と信頼との関係が，明らかにされている。

この点とかかわって，Tschannen-Moran（２００２）は，成

員が類似の価値規範を共有していると個人が認知する場

合，その個人は成員を信頼する傾向にあることを指摘し

ている。したがって，人種・民族構成が多様な地域で

は，信頼関係脆弱化のリスクを含んでいるものと解釈で

きる。

さて，わが国では，１９７０年代まで，学校に対する保護

者の信頼は，資格によって承認されたスタッフ（教師）

の配置，外的な権威によって正統化されているカリキュ

ラムや教授法の採用等の「制度に対する期待感」によっ

て支えられてきた（１）。しかしながら，１９７０年代の信頼の

危機以降，教育活動の過程及び結果の開示や参加的コミ

ュニティ等の学校組織への公開性の要求が高まる中で，

また，学校（教師）間の組織（個人）的力量の差異が顕

在化する中で，信頼の対象は制度ではなく，個別学校

（教師）の能力・人間性・業績にシフトしたといえる。

こうした理論を踏まえると，先の Adams & Christenson

（２０００）の調査結果は，保護者による学校信頼が，�保

護者が教師の能力や人間性を理解するために十分なコミ
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ュニケーション（相互作用）がとれたかどうか，�保護

者にとって納得のいく業績（成果）があげられているか

どうかによって，強く規定されることを示すものである。

これらの要因は，わが国においても学校信頼の決定要因

として機能すると仮定できる。さらに，学校信頼の主体

である�保護者の属性も，その決定要因として提起する

必要があろう。露口（２００７）で言及されているように，

保護者の年齢・居住年数・勤務形態・経済的状況等は，

学校信頼を決定する重要な要因であると予測できる。

以上，本研究では，�相互作用要因，�学力成果要因，

�属性要因の３つの観点から，学校信頼の決定要因を明

らかにする。学校と保護者との信頼構築が教育政策課題

となっているものの，保護者による学校信頼が，どのよ

うな要因によって決定されるのかについてはほとんど検

証されていない。本研究は，教育経営／教育行政研究・

実践において重要性が指摘されつつも，その研究成果が

ほとんど蓄積されていない信頼の計量研究であり，この

点に，研究の新規性が認められる。また，本研究におい

て解明されるであろう，学校信頼の決定要因についての

知見は，学校信頼を高めるシステム開発に尽力している

スクールリーダーにとっても，有用性の高いものとなる

ことが予測できる。

２．方 法

（１）調査対象と手続き

調査対象は，A 県の Z 中学校区（２）に所在する X 小学

校，Y 小学校，Z 中学校の保護者（小学校は２年生以上，

各世帯につき回答者１名）である。平成１８年度調査の対

象者は１，７１８名，平成１９年度調査の対象者は１，７０９名であ

る。Z 中学校区は，都市部近郊の新興住宅地にあり，学

力水準が高く落ち着いた学校であるとの評判が高い校区

である（学力水準については図１及び図２を参照）。平

成１９年度学級数は，X 小学校（２１学級），Y 小学校（２３

学級），Z 中学校（２２学級）であり，いずれも大規模校

である。

平成１８年度調査は，平成１８（２００６）年７月に実施され

た。１，２５７名からの有効回答があり，回収率は７３．２％で

あった（３）。調査票は児童生徒を通して各保護者に配布さ

れた。複数の児童生徒が在籍する保護者に対しては，学

年が上位の児童生徒について回答することを求めた。調

査票の回収は各担任が行ったが，厳封の措置をとったた

め，担任が回答内容を見ることは不可能な状況を設定し

た。調査票の作成においては，筆者が原案を校長に提案

し，学校側での検討の上，一部の質問項目を加筆修正し

た上で実施された。平成１９年度調査は，平成１９（２００７）

年７月に，上記と同様の手続きにおいて実施された。

１，２４１名からの有効回答があり，回収率は７３．６％であっ

た（４）。

分析においては，後述するように，平成１８－１９年度の

データを必要とするため，２年間継続して回答を得ること

が出来た保護者（母親（５））７０６名（X 小学校２０３名，Y 小

学校１９２名，Z 中学校３１１名）を分析対象とする。

（２）測定項目

学校信頼：露口（２００７）のスクールコミットメント尺

度１７項目（期待性５項目と協力性１２項目）を使用した。

そして，期待性得点と協力性得点を算出し双方の積を求

めた。また，学年よる影響が認められるため（６），各個別

ケースから学校信頼の学年平均値を減じるセンタリング

の処理を行った。センタリング処理後の記述統計につい

ては，平成１８年度調査が平均値（M＝．１３），標準偏差

（SD＝２．１５）であり，平成１９年度調査が平均値（M

＝．０３），標準偏差（SD＝２．２０）であった（７）。なお，平

成１８年度の学校信頼度は，コントロール変数として利用

する。

相互作用要因：学校との相互作用の指標としては，

Adams & Christenson（２０００），Bryk & Schneider

（２００２），Goddard et al．（２００１），Tschannen-Moran

（２００２）による教師認知用の尺度を参考として，保護者

認知の観点から新たに２８項目を作成し，保護者に回答を

求めた。尺度は４件法（“まったくあてはまらない”～

“ひじょうにあてはまる”）を設定した。因子分析（主

因子法，プロマックス回転）の結果，次の４因子が抽出

された（表１参照）。第�因子は，主として学校側の誠

実さや公正さ，または配慮に関わる行動を示す項目群か

ら構成されており，これを「誠実性」と呼ぶ。第�因子

は，学力向上，規範意識形成，いじめ対策等，組織とし

ての能力を示す項目群から構成されており，これを「有

能性」と呼ぶ。第�因子は，PTA 活動や学校行事場面

での保護者の充実感を示す項目群から構成されており，

保護者による学校信頼の決定要因
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これを「充実性」と呼ぶ。第�因子は，学校側による詳

細な情報提供・開示に関する項目群から構成されており，

これを「公開性」と呼ぶ（８）。これらの記述統計について

は表１に示されている。

学力成果要因：平成１８年４月及び平成１９年４月に実施

された国語と算数・数学の CRT 学力テストスコア（全

国平均を１００とした場合の本人の得点の位置）を使用す

る。国語の４観点（話す・聞く能力，書く能力，読む能

表１ 学校－保護者相互作用尺度の因子分析結果

図１ 小学校学力水準 図２ 中学校学力水準

項 目
因 子

� � � � 共通性
�学校は，私の意向をくみ取ってくれる。 ．９６５ ．７２０
�学校は，私の考えを大切にしてくれる。 ．８８２ ．６８０
�学校は，親しみやすくて話しやすい。 ．８４９ ．６６５
�学校は，私の都合や事情に配慮してくれる。 ．８２５ ．６１１
�学校は，よき親として，私を見てくれる。 ．８１５ ．６０１
�学校は，子どものよさをよく理解してくれている。 ．７３７ ．６１６
�学校は，問題や悩み事を相談しやすい。 ．７３０ ．６４０
�学校は，「子どものため」を考えて，いつも行動している。 ．５０８ ．５８５
�学校は，知りたい情報を提供してくれる。 ．４７５ ．５４４
�学校は，誠実に対応してくれる。 ．３７２ ．４５０
�学校は，私の子どもの規範意識の形成に貢献している。 ．９８３ ．６６２
�学校は，私の子どもの学力を高めている。 ．８６５ ．５６４
�学校は，子どもの学習意欲を高めている。 ．６９１ ．５９８
�学校は，いじめ問題の予防や対処に熱心である。 ．４７３ ．４３４
�学校は，子どもの自尊感情を高めている。 ．４４６ ．５７４
�学校は，道徳や社会的責任の理解を促進している。 ．４３４ ．５２７
�学校は，子どもをきちんとしつけてくれる。 ．４２２ ．４８３
�学校は，子どもの安全管理や健康管理に熱心である。 ．４０４ ．４６２
�学校の先生は，よく協力しあっている。 ．３６４ ．４７１
�学校の先生は，みんなで力をあわせて，子どもの指導にあたっていると感じる。 ．３５１ ．４４７
�PTA の役員は，充実感をもって活動している。 ．９５６ ．７７９
�PTA 活動は充実感がある。 ．８０４ ．６０８
�保護者ボランティアの方々は，充実感をもって活動している。 ．７４３ ．５８２
�学校行事や授業参観に出席すると充実感がある。 ．３１７ ．２４７
�学校は，学校にとってのマイナス情報についても，説明してくれる。 ．９１４ ．７１０
�学校は，各教師のこれまでの経験や，研修活動の様子を話してくれる。 ．７８１ ．６２３
�学校は，各教師の指導方針について，しっかり説明してくれる。 ．７７０ ．６４０
�学校は，子どもの学校での様子を頻繁に連絡してくれる。 ．３２４ ．３８０

Mean SD 因子間相関係数 α係数
� ２．８７ ．５１ １．０００ ．９３１
� ２．９２ ．４３ ．７９３ １．０００ ．９０６
� ２．７３ ．５４ ．５１１ ．５２６ １．０００ ．８０６
� ２．４５ ．５９ ．６８６ ．６２０ ．４４８ １．０００ ．８１７
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力，言語についての知識・理解・技能），算数・数学の

３観点（数学的な考え方，数量や図形についての表現・

処理，数量や図形についての知識・理解）の平均値を利

用した。学力スコアについては，国語と算数・数学につ

いて，それぞれ現状の到達度と１年間の変容度（平成１９

年度スコア／平成１８年度スコア）を示す変数を設定した。

すなわち，�国語到達度，�算数数学到達度，�国語変

容度，�算数・数学変容度である。

属性要因：保護者属性の指標としては，就労形態（パ

ート・正社員＝１，専業主婦＝０），本人帰宅時間（午

後８時以降＝１，午後８時以前＝０），居住年数（５年

未満＝１，その他＝０），通塾（通わせている＝１，通

わせていない＝０），経済的ゆとり（“ゆとりがある”～

“とても苦しい状況にある”までの５件法）を使用した。

３．保護者による学校信頼の決定要因の

探索的分析

保護者による学校信頼の決定要因を明らかにするため，

平成１９年度の学校信頼得点を被説明変数，平成１８年度の

学校信頼得点，保護者属性要因（就労形態・本人帰宅時

間・居住年数・通塾・経済的ゆとり），相互作用要因（誠

実性・有能性・充実性・公開性），学力成果要因（国語

到達度・算数数学到達度・国語変容度・算数変容度）を

説明変数とする階層的重回帰分析を，小学校と中学校の

２回実施した（表２参照）。

分析の結果，次の４点を指摘することができる。

すなわち，第１は，学校信頼の構築において相互作用

要因の効果が極めて顕著な点である。小学校では，誠実

性（β＝．３１１，p＜．０１），有能性（β＝．１３５，p．０５），充

実性（β＝．３５９，p＜．０１）において統計的に有意な効

果が認められており，公開性を含めた４変数の説明量は

４６．０％にのぼる。中学校では，誠実性（β＝．２６３，p

＜．０１），充実性（β＝．２６１，p＜．０１）において統計的

に有意な効果が認められており，有能性と公開性を含め

た４変数の説明量は２７．４％となっている。およそ小・中

学校においては，保護者が，教師とのコミュニケーショ

ン過程において，誠実さ・丁寧さ・公正さ・配慮等を実

感しているがどうか。学校レベルでの学力向上や規範意

識形成等の学校の努力をきちんと認知しているかどうか

（特に小学校）。充実した学校行事と PTA 活動が提供

されていると認知しているかどうかによって，学校信頼

が決定される。情報の公開については，学校信頼との間

に正の相関（小学校：r＝．４６５，p＜．０１，中学校 r＝

．４２１，p＜．０１）が認められるが，今回の重回帰モデル

では固有の影響力が認められていない。保護者に対する

情報開示においては，ただ単に公開すればよいというも

のではなく，保護者に対して情報を誠実に伝えようとす

る態度が含まれることによって学校信頼に結びつくもの

と解釈できる。

第２は，保護者属性による効果が認められていない点

である。有意水準を満たす説明変数は皆無であり，説明

量も小学校２．４％，中学校０．５％と非常に小さい。相関関

係に言及すれば，小学校において経済的ゆとりが学校信

頼と正の相関（r＝．１４０，p＜．０１）を有している。これ

は，経済的にゆとりのある保護者の方が，学校を信頼す

る傾向にあることを示している（９）。しかし，経済的ゆと

りは，重回帰モデルに投入した場合に，固有の影響力を

発揮するほどの変数ではない。就労形態・階層・年齢等，

保護者の属性は多様である。しかし，学校によるコミュ

ニケーションとそれらの多様性への配慮によって，保護

者の属性面での多様性は，ある程度コントロールできる

ものと解釈できる。

第３は，学力成果による効果が認められていない点で

ある。有意水準を満たす説明変数は皆無であり，説明量

表２ 保護者による学校信頼の決定要因

説 明 変 数
小 学 校 中 学 校
β ΔR 2 β ΔR 2

Step 1 統制要因 ．０２７＊＊ ．２７５＊＊

平成１８年度の学校信頼 ．０８３＊ ．２７２＊＊

Step 2 保護者属性要因 ．０２４ ．００５
就労形態 －．０３９ ．０２５
帰宅時間 ．０７４ －．０１２
居住年数 －．００７ －．００１
通塾 ．０２８ ．０３９
経済的ゆとり ．００８ －．０２８

Step 3 相互作用要因 ．４６０＊＊ ．２７４＊＊

誠実性 ．３１１＊＊ ．２６３＊＊

有能性 ．１３５＊ ．１３６
充実性 ．３５９＊＊ ．２６１＊＊

公開性 ．０２７ ．０３０
Step 4 学力水準要因 ．００２ ．００４
国語到達度 －．０３１ －．０１４
算数到達度 ．００５ －．００７
国語変容度 －．０２６ －．０５６
算数変容度 －．００８ －．００９

total R 2 ．５１３＊＊ ．５５８＊＊

note：＊＊p＜．０１，＊p＜．０５．

保護者による学校信頼の決定要因
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も小学校０．２％，中学校０．４％と極めて小さい。保護者は，

自らの子どもの学力到達度やその学力変容の程度等の結

果としての学力をみて，学校への信頼を決定するのでは

ないようである。重要なのは学校・教師の努力の過程

（有能性）の評価であり，学力到達度・変容度は有能性

を判断するための一情報にすぎないと解釈できる。

第４は，学校信頼の変動性についてである。前年度の

学校信頼の効果は，小学校（β＝．０８３，p＜．０５）及び

中学校（β＝．２７２，p＜．０１）であり，説明量は小学校

が２．７％であるのに対し，中学校は２７．５％であった。こ

れは，中学校では学校信頼がそれほど変動しないのに対

して，小学校では大幅に変動することを示す。教科担任

制の中学校では教師による保護者への影響力が拡散する

ため，大幅に学校信頼が高まったり低下したりする機会

が少ないのであろう。一方，学級担任制をとる小学校で

は，原因帰属先が学級担任に集中するため，学校信頼の

水準が毎年のように大幅に変動するものと解釈できる。

４．まとめ

本研究の目的は，保護者による学校信頼の決定要因を，

都市部近郊の公立中学校区の事例分析を通して，検討す

ることであった。小・中学校ごとに重回帰モデルを設定

し，学校信頼の決定要因分析を実施したところ，保護者

は学校・教師の誠実な対応や学校行事・PTA 活動の際

の充実感によって，信頼／不信を決定している現状が明

らかにされた。これらの効果は，保護者の属性や学力成

果をはるかに凌いでおり，公立学校の信頼構築における

重要な突破口であると言うことができる。

さて，学校信頼の決定要因としての誠実性の効果は，

およそ誰もが予期することである。実践レベルでも，保

護者とのコミュニケーションや相互作用の在り方を再考

する動き各地で認められている。本研究の価値は，誠実

性に加えて，充実性の効果を明らかにした点である。小

学校の場合，標準偏回帰係数がもっとも大きいのは，充

実性なのである。我が子の成長を感じることのできない

学校行事，昨年と同様で工夫改善されていない学校行

事，保護者への配慮を欠いた学校行事。学校行事の重要

性を今一度認識し，その改善に努めることが，公立小学

校はもちろん中学校においても重要であるといえる。ま

た，PTA 活動の改善も，信頼される学校づくりにおい

て必要不可欠である。徒労感しか感じないやりがいのな

い PTA，１年間の役割をただ義務的に遂行するだけの

PTA，役員のなり手がいない PTA。こうした PTA 活動

の現状は，保護者による学校不信に直結している。

保護者は，学校組織の有能性や学力成果等，どちらか

と言えば教育活動の「結果」にかかわる要因よりも，誠

実さ等の「過程」「努力」にかかわる要因によって，学

校信頼を決定していると考えられる。学校組織として努

力することはもちろん，その努力の様子をそれとなり保

護者に理解してもらうような機会を，学校組織において

より多く設定していく必要があろう。こうした戦略の必

要性は，小学校と中学校の別を問わない。

さて，先に，保護者とのコミュニケーションや相互作

用が重要であることを述べた。保護者とのコミュニケー

ションについては，すべての教師が十分にとれているわ

けではない。この点について，Hoover-Dempsy, et al .

（１９９２）は，保護者に対してオープンなのは，自己効力

感の高い教師であることを明らかにしている。つまり，

自分の指導実践に対して自信をもっている教師ほど，保

護者とのコミュニケーションに意欲的であり，指導がう

まくいっていない教師は，コミュニケーションに消極的

なのである。保護者に対する誠実な対応は，質の高い学

級経営や授業実践が基盤となっているのである。

ところで，本研究は，都市部近郊に位置する落ち着い

た大規模校（ベッドタウンの優良校）を対象とした研究

である点に留意しなければならない。本研究と同様の枠

組みで，人口密度が小さい学校，小・中規模校，学力的

に厳しい学校，保護者の経済状況が困難な学校等を対象

とした研究を推進する必要がある。

【註】

（１）こうした現象は，学校組織における「信頼の論理」

によって説明されている。「信頼の論理」の詳細に

ついては，曽余田（１９９１）を参照。

（２）Z 中学校区は，学力向上に関する研究指定を受け

ている。筆者は，平成１７年度より実態調査チームの

外部講師として関与している。３校の学校管理職や

教務・研究主任等とのインフォーマルな面談や公式

インタビュー等を通して，学校の実態把握に努めて

いる。
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（３）学校ごとの回収率は次の通りである。X 小学校

６６．６％（３４３／５１５名），Y 小学校８０．７％（４１５／５１４

名），Z 中学校７２．４％（４９９／６８９）。

（４）学校ごとの回収率は次の通りである。X 小学校

７８．１％（４２２／５４０名），Y 小学校７０．８％（３４６／４８９

名），Z 中学校６９．６％（４７３／６８０名）。

（５）分析モデルに母親の就労形態が含まれるためであ

る。なお，母親が回答者である比率は９３．４％である。

（６）センタリング処理を行う以前の学校信頼得点は，

第３学年（８．７２），第４学年（９．０９），第５学年（８．５７），

第６学年（８．３４），第７学年（７．９０），第８学年（７．５７），

第９学年（７．３７）であり，学年進行とともに得点が

低下している。学年を独立変数，学校信頼得点を従

属変数とする分散分析の結果は，F（６／９９４）＝

１１．７２，p＜．０１である。

（７）α係数については，平成１８年調査の期待性５項目

（．７０９），協力性１２項目（．８４０）。平成１９年調査の期

待性５項目（．７３８），協力性１２項目（．８５８）であり，

いずれも基準値を上回っている。

（８）本研究で析出された４次元は，Tschannen-Moran

（２００２）の５次元と親和的である。本研究の「有能

性」とは，「期待の継続性（reliability）」「能力の保

持（competence）」を統合した概念となっている。

したがって，「有能性」とは，学校組織の能力に対

して一定期間期待が継続できる状態を示す概念であ

るといえる。また，「誠実性」は，「誠実性（honesty）」

「善意性（benevolence）」を統合した概念である。

相手に対して正直で丁寧な対応をとること（誠実

性）と，相手のためになることをしようとすること

（善意性）は，概念区分しなければならないほど，

意味が異なるものではないようである。さらに，

「公開性」は，Tschannen-Moran（２００２）の「公開

性（openness）」とほぼ同義である。そして，本研

究では，「充実性」の要因が新たに発見されている。

学校行事については，学習参観・学習発表会・運動

会等の機会に品質やできばえに喜びを感じる程度を，

PTA 活動においてはそれらの活動をやりがいある

ものとして喜びを感じる程度を示す概念である。

（９）正確には，ややゆとりのある世帯がもっとも学校

を信頼している。各回答者グループの学校信頼得点

（センタリング後）を見ると，“とても苦しい状況

にある（－．３５）”“やや苦しい状況にある（－．７０）”

“どちらともいえない（．０８）”“ややゆとりがある

（．４１）”“ゆとりがある（．１４）”となっている。
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